
 

 

 

 

 

 

 

１． 事業者 

名称 社会福祉法人 

多治見市社会福祉協議会 

主たる事務所の

所在地 

岐阜県多治見市太平町 

２丁目３９番地の１ 

代表者氏名 会長  渡邉 哲郎 

連絡先 電 話  ０５７２ （２５） １１３１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０５７２ （２５） １１３２ 

２．施設 

名称 若草保育園 

所在地 岐阜県多治見市京町５丁目７３番地の１ 

管理者氏名 園長  大野 万里 

連絡先 電 話 ０５７２ （２２） ５５４４ 

Ｆ Ａ Ｘ ０５７２ （２４） ４４３４ 

３．施設の目的及び運営方針 

保育園の目的 

若草保育園（以下「本園」という。）を利用する乳幼児（以下

「園児」という。）に対し、適正な保育を提供することを目的と

します。 

保育園の運営方針 

１ 本園は、良質かつ適切な内容と水準の特定教育・保育の

提供を行うことにより、全ての園児が健やかに成長するた

めに適切な環境が等しく確保されることを目指します。 

２ 園児の意思と人格を尊重して、常に園児の立場に立って

保育を提供するように努めます。 

３ 本園は、園児の家庭と地域との結び付きを重視した運営

を行うとともにその支援を行い、都道府県、市町村、他の

特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行

う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サ

ービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めます。 

４．保育の内容 

本園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法

令等を遵守し、保育所保育指針（平成 29年告示）と全体的な

計画に沿って、園児の発達に必要な保育を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．職員の職種・員数・職務の内容 

６．特定教育・保育を提供する日及び時間帯 

開園日 月曜日から土曜日まで 

開園時間 午前７時から午後７時まで 

特定教育・

保育提供

時間 

 

保育標準時間認定 

午前７時から午後６時まで 

保育短時間認定 

午前８時30分から午後４時30分まで 

延長保育 

時間 

保育標準時間認定 

午後６時から午後７時まで 

保育短時間認定 

午前７時から午前８時30分まで 

午後４時30分から午後７時まで 

（＊１時間単位で利用できます。） 

休園日 １ 日曜日 

２ 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律

第178号）に規定する休日 

３ 年末年始（12月29日から１月３日まで） 

４ 市長が緊急に必要と認めた日 

７．保育料等について 

保育料 園児の保護者は、保護者の市町村民税の

課税状況により、園児が居住する市町村が

定める額を当該市町村に支払います。な

お、市民税非課税世帯の児童は国の制度

により、0～2歳児クラスの第2子以降の児

童は市の制度により、保育料は無料です。 

延長保育料

等 

延長保育利用の園児の保護者は、別に会

長が定める延長保育利用料を本園に支払

います。その他、保護者より実費負担を受

ける必要が生じたときは、保護者は実費を

本園に支払います。 

職種 員数 職務の内容 

園長 

主任保育士 

保育士 

調理員 

事務員 

嘱託医 

１名 

１名 

20名 

  ２名 

１名 

２名 

園の業務の統括 

園長の補佐と保育士の統括 

保育の提供、その計画の立案、 

給食業務 

保育園事務補助 

園児の健康管理等 

若草保育園 重要事項説明書 

保育の提供の開始にあたり、多治見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

運営に関する基準を定める規則第４条に基づいて、説明すべき重要事項は次のとおりです。 



 

 

 

８．利用定員 

０歳児 9人 

１、２歳児 ４１人 

 

９．入園、退園について 

入園 本園は、多治見市が行った利用調整により本園

の利用が決定され、かつ、保育の実施について

多治見市から保育の委託を受けたときは、これ

に応じます。 

退園 園児が次のいずれかに該当する場合は、保育

の提供を終了します。 

１ 園児に係る支給認定の効力が失われたとき 

２ 保護者から本園の利用について取消しの申

し出があったとき 

３ 多治見市が園児の利用継続について不可能

であると認めたとき 

４ その他、利用継続において重大な支障又は

困難が生じたとき 

 

10．提供する給食について 

平日 昼食 

多治見市の管理栄養士が献立等を管理し、

本園の調理員が調理して提供します。 

おやつ 

３歳未満児については、午前と午後の２回お

やつを提供します。 

土曜日 通常の昼食の提供は無く、おやつを１回提供

します。 

１日保育を必要とする場合はお弁当を用意し

てください。 

アレルギー

等の対応 

アレルギー、その他の事情により給食に配

慮が必要な場合、個別に面談してできる限り

対応します。「アレルギー疾患生活管理指導

表」が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

11．緊急時、非常災害時における対応方法 

緊急時 １ 本園の職員は、保育中に園児の体調の

急変その他緊急事態が生じたときは、

保護者又は医療機関へ連絡を行う等の

必要な措置を講じます。 

２ 保育中に事故が発生した場合は、多治見

市と保護者等に連絡するとともに、必要

な措置を講じます。 

３ 本園は、事故の状況や事故に際して講じ

た措置について記録するとともに、事故

発生の原因を解明し、再発防止のため

の対策を講じます。 

４ 本園は、園児に対して保育中に賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行います。 

非常災害

時 

本園は、非常災害に備えて、非常災害に関

する具体的な計画を立て、防火管理者等を

定め、非常災害時の関係機関への通報と連

携体制を整備し、それらを職員に周知すると

ともに、毎月１回以上、避難訓練その他必要

な訓練を実施します。 

 

12．虐待の防止のための措置 

１ 本園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のために責

任者を設置し、職員に対する研修を実施します。 

２ 本園は、虐待を受けたと思われる園児を発見した場合

は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規

定に従い、多治見市、児童相談所等、適切な機関に通

告します。 

 

１3．保育内容における苦情対応 

１ 本園は、保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、苦情等受付担当者、苦情等解決責任者と第三

者委員を設置し、保護者に周知するとともに、苦情に

対して必要な措置を講じます。 

２  苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査す

るとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努め

ます。 

3 苦情内容と苦情に対する対応、結果について記録しま

す。 

  



 

 

苦情等解決責任者 

苦情等受付担当者 

受付方法 

園 長     大野 万里 

主任保育士  赤坂 武 

面談、文書、電話等の方法で苦情を

受け付けます。 

第三者委員 石外志真子（知識経験者） 

宮嶋  淳 （社会福祉士） 

 

０９０ （６０９１） ０２３３ 

 

14.嘱託医 

本園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

（１）内科 

医療機関の名称 Uメディカルクリニック 

医師名 伊藤 祐大 

所在地 多治見市京町 1丁目 120-1 

電話番号 ０５７２ （５６） ２５２５ 

 

（２）歯科 

 

15．健康管理 

本園は，常に園児の健康に留意し、嘱託医による健康診断

を内科は年２回、歯科は年１回実施し、その結果を記録しま

す。 

 

16．加入している保険に関する事項 

本園は、以下の保険に加入しています。 

（１）災害共済（独立行政法人 日本スポーツ振興センター） 

保険の対象 園の管理下の負傷、疾病、障害、死亡 

保険の内容 負傷、疾病…原則医療負担額の４／１０ 

障害…障害見舞金 41万～88万円 

死亡…死亡見舞金 3,000万円 

通園中 1,500万円 

＊法改正により予告なく変更となることが 

あります。 

 

（２）園賠償責任保険（全国私立保育園連盟） 

保険の対象 園施設の欠陥や管理業務遂行上の過失、

園業務遂行上の過失、又は園の提供する

飲食物の不備による事故 

 

保険の内容 施設賠償の支払い限度額 

対人…１名２億円／１事故１０億円 

対物…１事故２００万円 

生産物賠償の支払限度額 

対人…１名２億円／１事故１０億円 

      （保険期間中１０億円） 

対物…１事故・保険期間中２００万円 

 

（３）賠償責任保険（社協の保険） 

保険の対象 対人・対物・人格権侵害・経済的損害賠償 

保険の内容 賠償の支払い限度額 

対人・対物・人格権侵害…２億円 

受託物…１００万円 

非所有自動車… 

対人 １名５，０００万円／１事故２億円 

対物 １事故１，０００万円 

経済的損害…１００万円 

 

17．個人情報の取扱いに関する事項 

本園では法人の個人情報保護規程に基づき、本園の職員

及び職員であったものは、正当な理由がなく、その業務上

知り得た園児又はその家族の個人情報を漏らすことはあり

ません。また、多治見市が認定した世帯所得に基づく毎月

の基本保育料の金額の情報は、給付事務に必要な範囲に

限って利用します。 

 

18．保育所児童保育 

 

 

 

 

 

１９．その他 

 

 

 

 

医療機関の名称 ヤーマン歯科矯正歯科クリニック 

医師名 山本 将寛 

所在地 多治見市宝町３-９８ 

電話番号 ０５７２ （２４） ８１１９ 

この重要事項説明書の内容は、令和７年４月１日現在のも

のです。 

在園する園児数、クラス数、人事異動等によって、内容が

変更になる場合があります。 

保育要録は、子どもの生活や発達の連続性を踏まえ、子ど

もの育ちを支えるための資料として、就学時に保育園から

小学校へ送付することが、保育所保育指針において定めら

れています。 


